
板 橋 区 災 害 見 舞 金 支 給 要 綱 

（平成１７年１１月１５日区長決裁） 

（平成１８年 ３月２７日区長決裁） 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、火災・暴風・豪雨等の災害により被害を受けた区民（災害時におい

て板橋区内に居住しており、住民基本台帳に記録されている者）、国、自治体、他の団体、

事業所等に対する見舞金の支給について必要な事項を定めるものとする。 

（見舞金の支給） 

第２条 区は、板橋区の区域内において発生した災害（災害救助法の適用を受けるものを

除く。）により、次の各号に掲げる被害を受けた者に対して、別表第１から別表第３まで

に定める額の見舞金を支給する。 

（１）火災による住家・事業所の全焼若しくは半焼又は消火活動による住家・事業所の水

損の被害を受けた住民基本台帳上の世帯主（以下、世帯主）、住家の代表者又は被災事

業所において現に事業を営んでいる事業主（以下、事業主） 

   ただし、対象住家に複数の世帯主がいる場合は、代表世帯主のみとする 

（２）暴風・豪雨・豪雪・崖崩れ・洪水等の異常な自然現象（以下「自然現象災害」とい

う。）による住家・事業所の全壊・流失・埋没・半壊・浸水の被害を受けた世帯主又は

事業主 

   ただし、対象住家に複数の世帯主がいる場合は、代表世帯主のみとする。 

（３）火災又は自然現象災害により死亡した、住民基本台帳上の世帯構成員の遺族又は住

民基本台帳上、同一住所に居住する板橋区パートナーシップ宣誓書受領証の交付若し

くは東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例（平成

30 年東京都条例第 93 号）第７条の２第２項の規定による証明を受けたパートナーシッ

プ関係の相手方 

２ 前項各号に掲げる被害以外の災害による被害を受けた区民又は火災若しくは自然現象

災害により被害を受けた国、自治体、他の団体等に対して、区長が特に必要があると認

めるときは、そのつど区長が定める額の見舞金を支給することができるものとする。 

（災害発生の報告） 

第３条 地域センター所長は、所管区域内に災害が発生したときは、その災害状況を速や

かに危機管理部防災危機管理課長に報告しなければならない。 

（支給事務） 

第４条 見舞金の支給事務は、防災危機管理課が行うものとする。 

（適用除外） 

第５条 この要綱は、当該災害が被害を受けた者の故意又は重大な過失により発生したも

のであるときは適用しない。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、危機管理部長が定める。 

付 則 

１ この要綱は、平成１７年１１月１５日から施行する。 

２ 東京都板橋区災害見舞金支給要綱（平成１７年３月３１日区長決裁）は、廃止する。   

 付 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。  

付 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 



付 則 

この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。 

 付 則 

  この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要綱は、決定の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

 付 則 

この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

 

別表第１ （第２条関係） 

「火災又は消火活動による被害が生じた場合の見舞金額」 

 被害の程度 

 

支給対象 

 

全 焼 

 

 

半 焼 

 

 

水 損 

 

住家（単身世帯） ２０，０００円 １５，０００円 １０，０００円 

住家（複数世帯） ３５，０００円 ２５，０００円 １５，０００円 

事 業 所 １５，０００円 １０，０００円 １０，０００円 

備考 

 １ この表は、第２条第１項第１号に該当する場合に適用する。 

 ２ この表の適用に際し、支給事由が重複する場合には、金額の高い見舞金のみを支給

する。 

 ３ ｢全焼｣とは、建物が焼損した場合で、その焼失程度が延べ床面積の７０％以上に達

した場合又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できない状況に至っ

た場合をいう。 

 ４ ｢半焼｣とは、建物の焼損部分が延べ床面積の２０％以上７０％未満の場合をいう。 

 ５ ｢水損｣とは、火災による消火作業で家財の水濡れが特に激しく、損害が著しい場合

をいう。 

 ６ ｢住家｣とは、現に人が居住のために常時使用している建物をいう。 

 ７ ｢単身世帯｣とは、１人で構成される世帯をいう。 

 ８ ｢複数世帯｣とは、同一の住所に居住する２人以上で構成される世帯をいう。 

（世帯分離やルームシェアについても１世帯の複数世帯として取り扱う。） 

９ ｢事業所｣とは、現に事業を営んでいる店舗・事務所・工場等をいう。 

 



別表第２ （第２条関係） 

      「自然現象災害による被害が生じた場合の見舞金額」  

   被害の程度 

 

支給対象 

全壊・流失・ 

 

埋没 

 

半 壊 

 

 

床上浸水 

 

床下浸水 

住家（単身世帯） ２０，０００円 １５，０００円 １５，０００円  

５，０００円 住家（複数世帯） ３５，０００円 ２５，０００円 ２５，０００円 

事 業 所 １５，０００円 １０，０００円 １０，０００円 

備考 

 １ この表は、第２条第１項第２号に該当する場合に適用する。 

 ２ この表の適用に際し、支給事由が重複する場合には、金額の高い見舞金のみを支給

する。 

３ 「全壊」とは、住家被害認定調査（内閣府が定める災害に係る住家の被害認定基準

運用指針に基づき、区が実施する調査をいう。）の結果、建物の被害程度が全壊と判定

されたもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できない状況に至

った場合をいう。 

 ４ 「半壊」とは、住家被害認定調査の結果、建物の被害程度が半壊以上全壊未満と判

定されたものをいう。） 

 ５ 「床上浸水」とは、浸水がその建物の床上に達したものをいう。    

 ６ 「床下浸水」とは、建物の浸水が床上浸水に達しない程度のもの及び家財等への被

害が認められたものをいう。 

ただし、半地下倉庫・半地下駐車場・自動車・バイク等のみの被害の場合は支給し

ない。 

 ７ 「世帯」、「住家」及び「事業所」の意義は、それぞれ別表第１の備考に定めるとこ

ろによる。 

 ８ 事業所の調査は、住家の被害認定基準運用指針に準じて実施する。 

 

別表第３ （第２条関係） 

      「火災又は自然現象災害により死亡した場合の見舞金額」 

備考 

 １ この表は、第２条第１項第３号に該当する場合に適用する。 

 ２ この表による見舞金は、別表第１又は別表第２による見舞金と併給することができ

る。 

単       位 見  舞  金  額 

一人につき ５０，０００円 


